
会
社
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律

三
三
五

◎
会
社
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行

に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法

律� �
（
平
成
二
六
年
六
月
二
七
日
法
律
第
九
一
号
）

一
、
提
案
理
由（
平
成
二
六
年
四
月
八
日
・
衆
議
院
法
務
委
員
会
）

○
谷
垣
国
務
大
臣

�

（
略
）�

続
い
て
、
会
社
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律

の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
案
に
つ
き
ま
し
て
、
そ
の
趣
旨
を
御
説
明
い
た

し
ま
す
。

こ
の
法
律
案
は
、
会
社
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
い
、
商

法
ほ
か
九
十
四
の
関
係
法
律
に
所
要
の
整
備
を
加
え
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

以
上
が
、
こ
れ
ら
法
律
案
の
趣
旨
で
ご
ざ
い
ま
す
。

何
と
ぞ
、
慎
重
に
御
審
議
の
上
、
速
や
か
に
可
決
し
て
い
た
だ
き
ま
す

よ
う
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

二
、
衆
議
院
法
務
委
員
長
報
告（
平
成
二
六
年
四
月
二
五
日
）

○
江
崎
鐵
磨
君　

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
三
法
律
案
に
つ
き
ま
し

て
、
法
務
委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
及
び
結
果
を
御
報
告
申
し
上
げ

ま
す
。

�

（
略
）�

次
に
、
会
社
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の

整
備
等
に
関
す
る
法
律
案
は
、
会
社
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行

に
伴
い
、
商
法
ほ
か
九
十
四
の
関
係
法
律
に
所
要
の
整
備
を
加
え
よ
う
と

す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

�

（
略
）�

内
閣
提
出
の
両
法
律
案
は
、
第
百
八
十
五
回
国
会
に
提
出
さ
れ
、
継
続

審
査
に
付
さ
れ
て
い
た
も
の
で
、
今
国
会
で
は
、
去
る
一
月
二
十
四
日
本
委

員
会
に
付
託
さ
れ
、
四
月
八
日
谷
垣
禎
一
法
務
大
臣
か
ら
提
案
理
由
の
説

明
を
聴
取
い
た
し
ま
し
た
。
ま
た
、
階
猛
君
外
一
名
提
出
の
法
律
案
は
、
四

月
十
日
本
委
員
会
に
付
託
さ
れ
、
翌
十
一
日
、
提
出
者
階
猛
君
か
ら
提
案

理
由
の
説
明
を
聴
取
し
た
後
、
三
法
律
案
を
一
括
し
て
質
疑
に
入
り
、
十
八

日
に
は
参
考
人
か
ら
意
見
を
聴
取
す
る
な
ど
慎
重
に
審
査
を
行
い
ま
し
た
。

二
十
三
日
、
日
本
維
新
の
会
の
提
案
に
よ
る
会
社
法
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
案
に
対
す
る

修
正
案
に
つ
き
ま
し
て
提
出
者
か
ら
趣
旨
の
説
明
を
聴
取
、
三
法
律
案
及

び
修
正
案
を
一
括
し
て
質
疑
を
行
い
ま
し
た
。

質
疑
終
局
後
、
自
由
民
主
党
及
び
公
明
党
の
共
同
提
案
に
よ
る
内
閣
提

出
の
両
法
律
案
に
対
す
る
修
正
案
が
そ
れ
ぞ
れ
提
出
さ
れ
、
提
出
者
か
ら



会
社
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律

三
三
六

趣
旨
の
説
明
を
聴
取
い
た
し
ま
し
た
。

次
い
で
、
三
法
律
案
及
び
各
修
正
案
を
一
括
し
て
討
論
を
行
い
、
順
次

採
決
い
た
し
ま
し
た
と
こ
ろ
、
階
猛
君
外
一
名
提
出
の
会
社
法
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
案
は
賛
成
少
数
を
も
っ
て
否
決
す
べ
き
も
の
と
決
し
、
内

閣
提
出
の
会
社
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
は
全
会
一
致
を
も
っ
て
修

正
議
決
す
べ
き
も
の
と
決
し
、
会
社
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行

に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
案
は
全
会
一
致
を
も
っ
て
両

修
正
案
の
と
お
り
修
正
議
決
す
べ
き
も
の
と
決
し
ま
し
た
。

以
上
、
御
報
告
と
い
た
し
ま
す
。

○
委
員
会
修
正（
西
田
譲
君
提
出
）の
提
案
理
由（
平
成
二
六
年
四
月
二
三

日
）

○
西
田
委
員　

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
修
正
案
に
つ
き
ま
し
て
、

日
本
維
新
の
会
を
代
表
し
、
そ
の
提
案
の
理
由
及
び
内
容
の
概
要
を
御
説

明
申
し
上
げ
ま
す
。

　

平
成
二
十
一
年
に
制
定
さ
れ
た
水
俣
病
被
害
者
の
救
済
及
び
水
俣
病
問
題

の
解
決
に
関
す
る
特
別
措
置
法
、
い
わ
ゆ
る
水
俣
病
特
措
法
に
お
い
て
は
、

原
因
企
業
た
る
親
会
社
が
事
業
を
行
う
子
会
社
の
株
式
を
譲
渡
す
る
に
は
、

環
境
大
臣
の
承
認
を
必
要
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
適
正
を
担
保
す
る

仕
組
み
と
し
て
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
政
府
提
出
の
会
社
法
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
案
に
よ
り
、
会
社
法
に
子
会
社
の
株
式
等
の
譲
渡
に
係
る
株
主
総

会
の
特
別
決
議
に
つ
い
て
の
規
定
が
新
設
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

　

こ
の
ま
ま
で
は
、
水
俣
病
特
措
法
第
十
二
条
第
一
項
の
特
定
事
業
者
に

よ
る
子
会
社
の
株
式
の
譲
渡
に
際
し
て
も
、環
境
大
臣
の
承
認
に
加
え
て
、

重
ね
て
株
主
総
会
の
特
別
決
議
を
要
す
る
場
合
が
生
ず
る
こ
と
と
な
り
、

法
制
定
時
と
は
異
な
る
法
律
上
の
手
続
が
付
加
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

そ
こ
で
、
環
境
大
臣
の
承
認
に
子
会
社
株
式
の
譲
渡
の
適
正
を
担
保
さ

せ
た
水
俣
病
特
措
法
の
趣
旨
に
鑑
み
、
水
俣
病
特
措
法
第
十
二
条
第
一
項

の
特
定
事
業
者
に
よ
る
子
会
社
の
株
式
の
譲
渡
に
際
し
て
は
、
株
主
総
会

の
特
別
決
議
を
要
し
な
い
こ
と
と
す
る
た
め
、
こ
の
修
正
案
を
提
出
し
た

次
第
で
あ
り
ま
す
。

　

以
下
、
こ
の
修
正
案
の
主
な
内
容
に
つ
い
て
御
説
明
申
し
上
げ
ま
す
。

　

第
一
に
、
会
社
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律

の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
案
に
水
俣
病
特
措
法
の
改
正
規
定
を
追
加
し

て
、「
水
俣
病
特
措
法
第
十
二
条
第
一
項
の
特
定
事
業
者
の
う
ち
特
定
会

社
に
つ
い
て
は
、
改
正
後
の
会
社
法
第
四
百
六
十
七
条
第
一
項
第
二
号
の

二
の
規
定
、
す
な
わ
ち
子
会
社
の
株
式
等
の
譲
渡
に
係
る
親
会
社
の
株
主

総
会
の
特
別
決
議
に
よ
る
承
認
の
規
定
は
適
用
し
な
い
」
こ
と
と
し
て
お

り
ま
す
。

　

第
二
に
、そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
理
を
行
う
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。

　

以
上
が
、こ
の
修
正
案
の
提
案
理
由
及
び
そ
の
内
容
の
概
要
で
あ
り
ま
す
。

　

何
と
ぞ
、御
審
議
の
上
、委
員
各
位
の
御
賛
同
を
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。



会
社
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律

三
三
七

○
委
員
会
修
正（
大
塚
拓
君
外
一
名
提
出
）の
提
案
理
由（
平
成
二
六
年
四

月
二
三
日
）

（
会
社
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
二
六
法
九
〇
）
の
委
員
会
修

正
の
提
案
理
由
と
一
括
し
て
掲
載
）

三
、
参
議
院
法
務
委
員
長
報
告（
平
成
二
六
年
六
月
二
〇
日
）

○
荒
木
清
寛
君　

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
両
法
律
案
に
つ
き
ま
し

て
、法
務
委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
と
結
果
を
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

�

（
略
）�

次
に
、
会
社
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の

整
備
等
に
関
す
る
法
律
案
は
、
会
社
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行

に
伴
い
、
商
法
そ
の
他
の
関
係
法
律
の
規
定
の
整
備
等
を
行
お
う
と
す
る

も
の
で
あ
り
ま
す
。

な
お
、
衆
議
院
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
法
律
案
の
法
律
番
号
中
、
平
成

二
十
五
年
を
平
成
二
十
六
年
に
改
め
る
等
の
修
正
及
び
、
水
俣
病
被
害
者

の
救
済
及
び
水
俣
病
問
題
の
解
決
に
関
す
る
特
別
措
置
法
第
十
二
条
第
一

項
の
特
定
事
業
者
の
う
ち
特
定
会
社
に
つ
い
て
は
、
子
会
社
の
株
式
等
の

譲
渡
に
係
る
親
会
社
の
株
主
総
会
の
特
別
決
議
に
よ
る
承
認
に
関
す
る
規

定
は
適
用
し
な
い
こ
と
と
す
る
等
の
修
正
が
行
わ
れ
て
お
り
ま
す
。

委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
大
久
保
勉
君
外
六
名
発
議
の
会
社
法
の
一

部
を
改
正
す
る
法
律
案
と
一
括
し
て
審
査
を
行
い
、
今
回
の
改
正
の
趣
旨

と
目
的
、
監
査
等
委
員
会
の
独
立
性
を
確
保
す
る
た
め
の
仕
組
み
、
社
外

取
締
役
の
導
入
を
促
進
す
る
た
め
の
具
体
的
措
置
と
人
材
の
確
保
、
改
正

案
に
お
い
て
社
外
取
締
役
の
選
任
を
義
務
付
け
な
か
っ
た
理
由
と
社
外
取

締
役
の
適
正
人
数
、
会
計
監
査
人
の
報
酬
の
決
定
権
を
監
査
役
に
付
与
し

な
か
っ
た
理
由
、支
配
株
主
の
異
動
を
伴
う
募
集
株
式
の
発
行
に
当
た
り
、

規
律
の
対
象
と
す
る
募
集
株
式
発
行
後
の
議
決
権
の
割
合
を
二
分
の
一
超

と
し
た
理
由
と
そ
の
妥
当
性
、
多
重
代
表
訴
訟
制
度
創
設
の
意
義
と
原
告

適
格
の
妥
当
性
、
特
別
支
配
株
主
に
よ
る
株
式
等
売
渡
し
請
求
制
度
に
お

い
て
少
数
株
主
の
権
利
を
侵
害
す
る
懸
念
、
会
社
法
の
条
文
を
分
か
り
や

す
く
す
る
必
要
性
、
衆
議
院
の
修
正
で
、
水
俣
病
特
措
法
の
特
定
会
社
に

つ
い
て
会
社
法
の
規
定
を
適
用
除
外
と
し
た
理
由
と
そ
の
妥
当
性
等
に
つ

い
て
質
疑
が
行
わ
れ
、
ま
た
、
株
式
会
社
の
実
務
関
係
者
、
水
俣
病
患
者

代
表
等
の
参
考
人
か
ら
意
見
を
聴
取
い
た
し
ま
し
た
。

両
法
律
案
に
対
す
る
質
疑
終
局
の
動
議
が
提
出
さ
れ
、
多
数
を
も
っ
て

質
疑
を
終
局
す
る
こ
と
を
決
し
た
後
、
討
論
に
入
り
ま
し
た
と
こ
ろ
、
民

主
党
・
新
緑
風
会
を
代
表
し
て
小
川
理
事
、
日
本
共
産
党
を
代
表
し
て
仁

比
委
員
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
両
法
律
案
に
反
対
す
る
旨
の
意
見
が
述
べ
ら
れ

ま
し
た
。

討
論
を
終
局
し
、
順
次
採
決
の
結
果
、
両
法
律
案
は
い
ず
れ
も
多
数
を

も
っ
て
原
案
ど
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

以
上
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。


